
56．少年鑑別所における、少年鑑別所法に基づく法務大臣に対する救済の申出、監査官に対する苦情の申出及び少年鑑別所の長に対する苦情の申出の件数
の推移（令和2年～令和6年）

）

今へ

83

令和2年 令和3年 ・ 令和4年 令和5年 令和6年

法務大臣に対する救済の申出 4 3 3 2 6

監査官に対する苦情の申出 0 2 17 1 3

少年鑑別所長に対する苦情の申出 46 30 36 一（※） 一（※）


